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産業廃棄物処理計画実施状況報告書

2つとづヤ年中月 1 日

た分県知事
殿

-5,6113
¬Ⅲ871-0432
大分県中滞市耶馬濃町大字金吉5196番地31

有眼会社為掬いた黒豚枚場
代表取締役 高 山毒 文 広
TEL・ FAX 0979-66-3006

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 10項の規定に基づき、2つ
'ユ
年度の産業廃案物

処理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称

茄 隆な れ 佑 佑 いた県
V密夜 場

事 業 場 の 所 在 地
や仲守、駒彦ヽでた能尭 デイ7b拷 1をリ

事 業 の 種 類 υl法左
産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間 】9必>牢今爾 1瞬
/予ユ>⇒才

'珂

3'日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

排   出   量 ,序 ο> t 全 処 理 委 託 量 } t

自ら再生利用を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量 孝′
p  t 優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 必 t

自 ら熱 回 収 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量
t
再生利用業者への

処 理 委 託 量
t

自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量
t
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t

自 ら埋 立 処 分又 は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量
t

為学?て '′

t

※事務処理欄

(日本工業規格 A列 4番 )



計画の実施状況 (産業廃棄物の種類 : 災ち互/往 )

実績値

ュ許οθ(

牛 ′θ
ヤt

ユ′等つ∂t

項 目

③排出盈

② +③ 自ら再生利用を
行った Fk‐

⑤自ら熱回収を行った野監

⑦自ら中間処理により減

盈 した見

③キ③自ら理立処分又は

海洋投入処分を行った最

⑩全処理委託盈

①優良認定処理業者への

処理委託量

②再生利用業考への処理
委託量

⑬熟回ll又認定業者への処
理委託盈

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処

理委託量  ・

①のうち再生利用
業者への処理委託登

⑫

①のうち熱回収認定
業者への処理委命ι盈

①

①のうち熱国4又認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への/走几買l委託織

④

自ら中閥処理 した後

再生利用 した盈

③
字υθ
´
(

自ら中間処理 した後

自ら理立処分又は

海洋投入処分 した量

③

直接及び白ら

中 F質号処理 した後の

処理委託量

⑩

①の うち優良認定

処理業者への

処理委託量

①

自ら中間処理 した
の

⑥
 字伊οt

量 したり

自ら中間処理によ

°
二年区>t

自ら直接

再生利用 した量

自ら直接理立処分又は

自ら中間処

した量

θθt

④の うち熱回収

を行′)た量

③

有 償 物 量

排  出  量

① >力 pt

不要物等発生最

∂∂θ/ュ

（韻

Ю
副
）



計画の実施状況 (産業廃葉物の種類 : え務を本 )

実絞値

九 t

】 t

項 目

①排出量

②キ⑥自ら再生利用を

行つた量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減
量 した量

③十③自ら理立処分又は

海洋投入処分を行った景

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

⑩熱回収認定業者への処

理委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処

理委託量

⑫

⑩のうち熱回収認定

業者への処理委託量

①

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

｀

熱回収を行う業者
への処理委託量

②

⑩のうち再生利用
業者への処輝黍託最

自ら中間処理 した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分 した量

③

直接及び自ら

中間処理 した後の

処理委託量

ユt
⑩

⑩のうち優良認定

処理業者への

処理委託量

メt
①

自ら中間処理 した後

再生利用 した最

③

⑦

自ら中間処理 した

⑥

自ら中間処理によ

り減量 した量

自ら中間処理

①のうち熱回収
つ た

⑤

自ら直接

再生利用 した量

②

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

有 償 物 量

排  出  量

2t
①

不要物等発生量

θ汐∂ /主

（鴻
Ю
団
）




